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生活保護受給者の「年金記録問題」への対応について

　生活保護行政の推進につきましては、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼

申しよげます。

　今般、いわゆる「年金記録問題」に対し、その解決に向けた様々な取組みが

行われており、また本年フ月６日には、厚生年金保険の保険給付及び国民年金

の給付に係る時効の特例等に関する法律（平成19年法律第n1号。以下「年金

時効特例法」という｡）が施行され、年金記録の訂正による年金の増額分が、時

効により消滅した分を含めて、全期間分支払われることとなりました。

　つきましては、下記のとおり関連する留意事項がありますので、管内福祉事

務所への周知方よろしくお願いいたします。

１

年金加入記録の確認等について

記

　今般、社会保険庁において、公的年金に対する国民の信頼を回復するだめ

以下のような取組が実施されている。

　　ア　既に年金を受け取っている受給者及び今後年金を受給することとな

　　　る加入者の方々への加入履歴のお知らせ(｢ねんきん特別便｣)



　　（ｱ）年金記録の名寄せにより新たに記録が結び付くと思われる者に対

　　　するお知らせ（平成19年12月から平成20年３月までを目途）

　　（ｲ）その他すべての方へのお知らせ（平成20年４月以降）

イ　社会保険出張相談（巡回相談）について、市町村、商工会議所及び

　商工会等の協力を得て、原則として全市町村を対象に実施　　等

　ついては、保護の実施機関において、被保護者の年金加入歴や年金受給資

格について改めて把握するため、概ね５８歳以上の被保護者に対し、上記お

知らせが届いた際には速やかに保護の実施機関にも届け出るよう、あらかじ

め指導すること。

　さらに、被保護者から、アの（ア）によりお知らせが届いた旨の連絡を受

けた場合には、保護台帳等にある年金加入記録と照合し相違がないか再点検

ま行った上、連やかに社会保険事務所等へ所要の手続きを行うよう助言一指

!

仏すること。

　また、被保護者から、アの（イ）によるお知らせが届いた旨の連絡を受け

た場合には、保護台帳等にある年金加入記録と照合し相違がないか再点検を

行うこと。

　なお、被保護者のこれまでの生活歴等からみて、加入履歴に疑義がある場

合には、社会保険事務所への問合せや必要に応じイの社会保険出張相談（巡

回相談）などの活用を図るよう助言・指導すること。

２　年金記録の訂正や判明により、年金が増額される被保護者及び新たに年金

　受給資格を得られる被保護者への対応について

　今般、社会保険庁において、年金時効特刑法の対象者のうち、施行日前に

年金記録の訂正がなされた上で裁定が行われている受給者に対しては、基礎

年金番号等をあらかじめ記載した支払手続用紙が順次送付されることとなっ

ている。

　ついては、当該用紙が届いた者を始めとする年金時効特例法の対象者等、

年金記録の訂正による年金の増額分が過去に遡及して支給される被保護者及

び年金記録の判明により年金受給資格を得られ過去に遡及して支給される被

保護者に対しては、受給のための必要な手続を速やかに行うように指導する

こと。

　なお、年金が遡及して支給された場合の取扱いについては、以下のとおり

とするので留意願いたい。
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（１）遡及して支給された年金のうち、５年以内の年金について

　　　従来どおり、法第６３粂に基づく費用返還請求の対象となる。（法第６

　　３条による費用返還が決定された日から遡って５年間分の保護貧相当分

　　が対象。なお、原則として全額が返還対象になるが、当該世帯の自立を

　　著しく阻害すると認められるような場合においては、一部返還額を控除

　　しても差し支えないので留意願いたい。（生活保護手帳（別冊問答集）問

　　450参照））

　　　なお、当該年金額が、返還対象となる保議員相当分を上回る分につい

　　ては、収入認定の取扱いとなる。

（２）遡及して支給された年金のうち、５年以上前の年金について

　　　法第６３条による返還対象とせず、保護の要否の判定、あるいは保護

　　費の算定上、支給月において収入認定するものとして取り扱うこと。（だ

　　だし、６ヶ月以内で分割して収入認定する取扱いも可能｡）
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